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岡
野
に

と
っ

て

戦
争
は

ア
ジ
ア

民
族
を
解
放
す
る

「

聖

戦
」

で

あ
っ

た
。

月

本
は

武

力
で

は

負
け
た
が
、

目
的
は

果
た
せ

た
と

す
る

。

ま

た

皇
室
崇

敬
も

変
わ

ら
ず、

む

し

ろ
終

戦
を

「

日
本
精

神
」

と

皇
室
の

徳
の

普
遍
化

の

契
機
と

見
て

い

る
。

　
以
上
か

ら、

解
脱
会
の

ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

の

特
徴
は
、

家

郷
〔
家
と

郷

土）

／
氏
神
・

菩
提

寺
（

先
祖）

重

視
が、

「

日

本
精
神
」

に

代
表
さ

れ
る

民
族
性
・

国
家
称
揚
や
皇
室

崇
敬
に

滑
ら
か

に

接
続
さ

れ
て

い

る

点
に

あ

る
。

ま

た
、

主
に

戦
前
を
生
き

、

「

国
家
」

「

日

本
」

の

位
相
を

強
調
し
た

会

祖
の

言
行
に

多
く
を

拠
っ

て

い

る
た
め、

普
遍
的
救
済
の

局

面
が

幾
分

稀

釈
化
・

抽
象
化
し

て

い

る

点
を

指
摘
で

き
る

だ
ろ

う
。

無
縁
遺
骨
と

恨
（

は

ん
）

　
　

1
被
徴
用

者
等
の

遺
骨

調
査
か

ら

ー
工

　
藤

英
　
勝

　
国
家
戦
争
・

国
策
に

よ
る

死
亡
者
を
ど
の

よ

う
に

遇
す
る
か

と
い

う
こ

と

は
、

い

つ

の

時
代
で

も
、

重
要
な
政

治
課
題
で

あ
る

。

　
こ

こ

で

言
う

「

無

縁
遺
骨
」

と

は、

東
ア

ジ
ア

出
身
の

強

制
徴
用
者
等

の

遺
骨
で
、

ア

ジ

ア
・

太
平
洋

戦
争
後、

さ

ま

ざ
ま
な

事
情
で

引
き
取
り

手
が

な
い

ま
ま
墓
地
や

寺
院
に

留
め
置
か

れ
た

ま

ま
に

な
っ

て

い

る

遺
骨

で

あ
る

。

　
欧

米
の

連
合
国
捕
虜
等
の

遺

骨
は、

敗
戦
後
数
ヶ

月
で

引
渡
し

を
完
了

し
て

い

る
。

中
国
人
捕
虜
等
の

遺
骨
に

つ

い

て

は
、

昭

和一

＝
　
（
一

九
四

六）

年
に

外
務
省
が

調
査
を

完
了
し、

 

九
五

〇
年
代
か

ら

仏
教
界
が

中

心
に

な
っ

て

数
次
に

わ
た
り、

判
明
し
た
遺
骨
が

本
国
へ

返
還
さ
れ

て

い

る
。

こ

れ
ら

と

は

対
照
的
に、

日

本
の

旧
植
民
地
と

く
に

朝
鮮
出
身
で

民

間
企
業
に

徴
用
さ

れ

て

い

た

死
亡

者
に

つ

い

て

は
、

東
西
冷
戦
構
造
や

南

北
分
断
の

狭

間
で、

民
間
に

よ
る

返
還
の

外
は

放
置
さ

れ

て

き

た
。

　

軍
人
・

軍

属
以
外
の

朝
鮮
出
身
者
遺
骨
の

調
査
と

奉
還
が

、

政
府
間
で

約
束
さ

れ
た

の

は、

二

〇
〇
四

年
十
二

月
の

日

韓
首
脳
会
談
で、

小

泉
首

相
と

の

盧
武
鉉
大

統
領
と

の

問
で、

朝
鮮
半
島
出
身
の

民

間
徴
崩
者
等
の

遺
骨
も
含
め

て

返

還
に

向
け
て

人

道
協
力
す
る

と

い

う
合
意
が

交
わ

さ
れ

た

こ

と

に

始
ま

る
。

　
日

本
政
府
は
二

〇
〇
五

年
七
月
に

全
日
本
仏

教
会
を

通
し

て、

加
盟
教

団
へ

「

朝
鮮
半

島
出
身
の

旧
民
間

徴
用
者
等
の

遺
骨
に

つ

い

て

の

情
報
提

供
の

お

願
い
」

と
い

う

調
査
依
頼
を
し
た

。

　

曹
洞
宗
で

は、

二

〇

〇
五

年
十
一

月
か

ら、

人

権
問
題
と

り

わ
け

教

団
・

僧
侶
の

戦
争
責
任
と

戦
後
責
任
の
一

環
と

し

て

無
縁
遺
骨
お

よ

び

真

相
究
明
に

つ

い

て

の

調
査
を

開
始
し
た

。

　

曹
洞
宗
で

は、

今
日

現
在、

約

＝
二

〇
ヵ

寺
か

ら

関
連
す
る

情
報
が

寄

せ

ら

れ

て

い

る
。

北
海

道
か

ら

九

州
ま
で

少
な
く
と

も
二

六

道
府
県
に

分

布
す

る
。

す
で

に

合
祀
・

合
葬
さ
れ
て

い

る

遺
骨
も
含
め

、

約
六

五

〇
体

の

遺
骨
の

所
在
が

確
認
さ

れ

て

い

る
。

決
し
て

少
な
い

数
で

は

な

い

が
、

朝
鮮
本
籍
な

ど

の

詳
細
な

身
元
情
報
が

判
明
し
て

い

る

ケ

ー

ス

は

わ

ず
か

四

七

体
に

過
ぎ
な

い
。

　

遺
骨
問
題
の

調
査
チ
ー

ム

が

実
際
に

発
見
し

た

遺
骨
に

は

少
な
か

ら
ず

女

性
や、

生

後
間
も
な
い

子
供
の

遺
骨
を
確
認
し

て

い

る
。

必
ず
し
も

徴

用
や

強
制
連
行
を
受
け
た

当
事
者
だ

け
で

は

な

い

人
々

の

遺

骨
で

あ
る

。

朝

鮮
出
身
の

労
務
者
の

体
験
も
さ

ま

ざ
ま
だ

。

い

わ

ゆ

る

強
制
連

行、

強
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制

労
働
と

い

う

イ
メ

ー
ジ

で

死
に

至
っ

た

人
も
あ
る

が、

就
業
渡
航
で

目

本
へ

き

て
、

比

較
的
自
由
な
環
境
に

あ
っ

た

人
々

も
あ
る

。

そ

れ

だ
か

ら

と

い

っ

て
、

被
徴
用
者
が

優
遇
さ
れ
て

い

た

わ
け

で

は

な
い

。

戦
時
下
の

労
働
力
確
保
と

い

う

国
策
の

為
に

さ
ま

ざ
ま

な
か

た

ち

で

徹
底
的
に

収
奪

さ
れ
た

の

で

あ
る

。

　

被

徴
用

者
等
の

無

縁
遺

骨
の

実

態
を

調
査
し

、

身
元

を

判
明
し、

遺

族
・

親
族
を

捜
索
し
、

し
か

る

べ

き

方
法
に

よ
っ

て

遺
骨
を

奉
還
す
る

こ

と

が

求
め
ら
れ

て

い

る
。

　
し

か
し
な
が
ら

、

現
場

寺
院
や

行
政
や

日
韓
両

政
府
の

協
力
に

も
か

か

わ

ら

ず
、

こ

の

条
件
に

合
致

す
る

遺
骨
は

現

在
の

と

こ

ろ

ほ

と

ん

ど

な

い
。

今
後
調
査
が

進
む

段
階
で
、

遺
族
の

判
明
数
も

高
ま
る

こ

と

が

予
想

さ

れ
る

が
、

お

そ

ら
く

九
割
以
上

が
遺
族
へ

届
か

な
い

「

無

縁
遺
骨
」

と

し
て

留
め

置
か

れ

る

可
能
性
が

強
い

。

　
無

縁
遺

骨
は

死
亡

者
と

遺

族
の

恨
（
ハ

ン
）

の

象
徴
で

あ
る

。

朝
鮮
民

族
に

と

っ

て

恨
の

情
緒
は、

単
な

る
怨
念
で

は

な

く、

あ
こ

が
れ
や

悲
哀

な

ど

の

入
り

混
じ

っ

た

ポ
ジ
テ

ィ

ヴ
な

感
情
で

あ
る

。

か

か

る

恨
を、

遺

骨
を

返

す

側
が
深
く

受
け
と

め
、

そ

れ

を
癒
す

縁
と

な

る

こ

と

が

宗
教
者

に

求
め

ら

れ

る
。

そ

の

意
味
で

は、

遺
骨
奉
還
に

ま

つ

わ
る
追
悼
は

単
な

る

セ

レ

モ

ニ

ー
で

は

な

く
、

奉
還
の

本
質
・

中
核
を
な

す
も

の

と

な
る

で

あ
ろ

う
。

　
ヤ
ス

ク
ニ

や
国
立
の

追
悼
施
設
と
は

異
な
る、

歴
史
の

真
実
と

和
解
に

捧
げ
ら
れ

る

追
悼
の

あ
り

方
が

求
め

ら
れ
て

い

る
。

明
治
初
期
に

お

け
る

教
導
職
の

「

敬
神
愛
国
」

観

藤
　
田

　
大

　
誠

　
明
治

初
期
に

お

け
る

教
導

職
の

「

敬
神
愛
国
」

観
に

つ

い

て

検
討
す
る

場
合
の

資
料
は

、

「

三

条
教
則
衍
義
書
」

を
は
じ

め、

「

ト
一

兼
題
」

の

う

ち

の

コ

愛
国
ノ

説
」

に

関
す
る

解
説
な

ど
、

枚
挙
に

暇
が
無
い

ほ
ど
あ
る

が
、

こ

れ
ら

を

検
討
し

た

研
究
は
さ

ほ

ど

あ
る

訳
で

は

無
い

。

ま
た、

こ

れ

ま

で
、

神
道
家
や

仏
教
者
に

よ
る

「

敬
神
」

観
の

考
察
は

比

較
的
多
い

た

め
、

本
発
表
で

は
、

神
道
・

国
学
系
教
導
職
の

「

愛
国
」

観
の
一

部
を

紹
介
す
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

そ

の
一

端
を

窺
う
こ

と
と

し
た
い

。

　
ま

ず、

権
少
教
正
・

田
中
頼
庸
の
『

三

條
演
義』
（
明
治
六

年
四

月）

は、

神
道
系
の

三

條
教

則
衍
義
書
の

中
で

も

最
も
標

準
的
な
も
の

と

さ

れ
て

他

の

衍
義
書
に

も
大
き

な

影
響
力
を

与
え

て

い

た

書
と

い

え
る
が
、

東
京
大

学

附
属
総
合
図
書
館
所
蔵
『

陽
春
蘆

蒐
集
録
』

壱
に

は

こ

の
『

三

条
演
義
』

の

原
型
と
な

る

頼
庸
の

二

つ

の

衍
義
書
（
「

三

則
演
義
」

「

三

則
略
説
」

）

が

綴
ら

れ
て

い

る
。

い

ず
れ

も

「

神
祗
省
罫
紙
」

に

書
か

れ

て

お

り
、

「

三

則

演
義
」

の

末
尾
に

は

「

右
三

則
演

義
明
治
五

年
六
月
於
教
部
省
編

輯
課
田

中
頼
等
所
撰
述
也
」

と

あ
る

の

で、

恐
ら

く
教
部
省
編
輯
課
官
員

ら

複
数
名
に

よ

る

作
業
で

あ
っ

た
こ

と

が

窺
え、

本
資
料
が

当
時
同
僚
で

あ
っ

た
小
中

村
清
矩
の

関
係

資
料
に

綴
じ

ら
れ
て

い

た

こ

と

も

頷
け

る
。

　
神
道
大
教
正

及
び
諸
宗
大
教
正
の

名
で

「

本
省
御
中

」

と

し

て

教
部
省

に

出
さ

れ
た

『

三

條
略

解
』

（
明

治
五

年
十

月）

は、

各

教
導
職
に

お

け

る

解
釈
の

最

低
限
の

共
通
理
解
を
目
指
し
た
も
の

と

い

え
る

が
、

こ

こ

に
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